
特約事項 

 
１ 設計施工一括発注工事対象請負契約約款（以下「約款」という。）第３条第５項の規定

による請負代金内訳書及び工程表の提出を免除する場合は、次に掲げる契約に該当する場

合とする。ただし、監督職員が必要とする場合はこの限りではない。なお、監督職員は、

内訳書の内容に関し受注者の同意を得て、説明を受けることができるものとするが、内容

に関する協議等は行わないものとする。 

 (1) 請負代金内訳書 

  ア 建築工事    請負代金の額が５億円以下の契約であって、東広島市建設工事競争

契約入札心得第３条の２第１項の規定による入札金額の積算内訳書

若しくは随意契約締結に係る事務取扱要領第８条第３項の規定によ

る見積金額の積算内訳書を提出している場合又は変更契約の場合 

  イ その他の工事  東広島市建設工事競争契約入札心得第３条の２第１項の規定によ

る入札金額の積算内訳書若しくは随意契約締結に係る事務取扱要領

第８条第３項の規定による見積金額の積算内訳書を提出している場

合又は変更契約の場合 

 (2) 工程表 

  施工計画書又は実施工程表で工程を確認することが可能となる場合 

２ 現場代理人、主任技術者等を定めて工事現場に置くときは、約款第１０条第１項の規定

に基づく現場代理人及び主任技術者等指名届を契約締結後１４日以内に提出しなければな

らない。なお、これらを変更した場合も同様とする。 

３ 配置する技術者が兼務できる場合の工事件数等は、次のとおりとする。 

(1) 請負代金額が１，５００万円以上８，０００万円未満の建築一式工事又は請負代金額が５

００万円以上４，０００万円未満の建築一式工事以外の建設工事（いずれにおいても入札参

加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」としたものは除く。）の場合は、

配置する主任技術者が兼務できる件数は５件までとする。 

(2) 建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）第２７条第２項が適用可能な工事であって、

同一の主任技術者が当該工事の管理を行うことが認められるものにあっては、次の条件をい

ずれも満たす場合は、主任技術者の兼務を発注者に申請することができる。ただし、監理技

術者（入札参加条件等において監理技術者の配置を求めている場合を含む。）の場合は、対象

外とする。 

ア 兼務する工事が公共工事であること。 

イ 兼務する工事の工事場所が東広島市内で密接な関係（工事の対象となる工作物に一体性若

しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事であって、資材

の調達を一括で行う場合や工事の相当の部分を同一の下請け業者で施工する場合を含む。）

があり、相互の間隔が１０ｋｍ以内であること。 

ウ 兼務する工事件数が本件工事を含め２件以内であること。 

エ 兼務する工事が同一の発注者によるものでない場合は、兼務先の発注者が、兼務を承認し

たことを証する書面の写しを提出できること。 

(3) 請負代金額が１，５００万円未満の建築一式工事又は請負代金額が５００万円未満の建築

一式工事以外の建設工事の場合は、兼任の制限はないものとする。ただし、１件でも請負

代金額が１，５００万円以上８，０００万円未満の建築一式工事又は請負代金額が５００

万円以上４，０００万円未満の建築一式工事以外の建設工事（いずれにおいても入札参加

条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」としたものは除く。）の従事工

事があれば、主任技術者が兼務できる件数は５件までとする。 

（4）平成３０年７月豪雨に伴う災害復旧工事に係る主任技術者及び現場代理人の兼務制限

の緩和特例 

ア 請負代金額４，０００万円（建築一式工事にあっては、８，０００万円）未満の災害

復旧工事（入札参加条件等において技術者を「施工現場に専任で配置できる者」とする



ものを除く。）に係る主任技術者及び現場代理人は、兼務制限の件数としてカウントし

ない（兼務する全ての工事が専任配置を要しない請負代金額４，０００万円（建築一式

工事にあっては、８，０００万円）未満かつ東広島市内であれば、災害復旧工事の件数

は無制限とする。）。 

イ 兼務制限の件数から除く災害復旧工事に係る主任技術者及び現場代理人については、

他の工事の現場代理人と兼務する場合に行っている発注者双方の兼務承認の手続を不

要とする。 

ウ 適用期間は、平成３０年９月１８日から当分の間とする。なお、従前の取扱いにより、

契約済の工事又は公告・指名・見積依頼をした工事についても、当該工事に関する共通

仕様書、特記仕様書、誓約書の内容にかかわらず、この取扱いの対象とする。また、過

年度発生災害や今後発生する災害もこの取扱いの対象とする。 

４ 主任技術者については、「現場代理人及び主任技術者等指名（変更）届」に当該工事に

必要となる資格者証を添付すること。（実務経験者の場合は、実務経歴書を添付すること。） 

５ 受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の監理技術者は、建設業法（昭和

２４年法律第１００号）第１５条第２号イ又はロに該当する者若しくは同号ハの規定によ

り国土交通大臣が同号イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者で、監

理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 

６ 監理技術者を配置する場合は、「現場代理人及び主任技術者等指名（変更）届」に監理

技術者資格者証の写し（表、裏とも）及び指定講習受講修了証の写しを添付すること。 

７ 監理技術者は、発注者からの請求があったときは、資格者証及び修了証を掲示すること。 

８ 主任技術者、監理技術者又は管理技術者と受注者との雇用関係が確認できるもの（健康

保険証の写し等）を添付すること。 

９ 主要資材の購入及び施工体制台帳等の提出に当たっては、次の事項に留意しなければな

らない。 

 (1) 工事の施工に際して、主要資材を購入し、又はやむを得ず工事の一部（主体的部分を

除く。）を第三者に直接委任し、又は請け負わせようとする場合は、極力東広島市内に

主たる営業所かつ本店を有する業者に発注するものとする。ただし、特別な理由により

これにより難い場合は、施工体制台帳等にその理由を付記しなければならない。 

 (2) 資材を購入しようとするときは、あらかじめ購入先の業者の名称及び所在地並びに資

材名等を施工計画書に記載して提出するものとする。 

(3) 受注者は工事を下請負人に施工させる場合は、建設業法施行規則（昭和２４年建設省

令第１４号）第１４条の２に規定する事項を記載した施工体制台帳を提出すること。 

(4) 再下請負がある場合は、建設業法施行規則第１４条の４に規定する事項を記載した再

下請負通知を提出すること。 

 (5) 受注者は建設業法施行規則第１４条の６の規定により作成した施工体系図を発注者に

提出するとともに、工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲

げること。 

１０ 前項の規定により工事の一部を第三者に直接委任し、又は請け負わせようとする場合

においては、次に掲げる者に直接委任し、又は請け負わせてはならない。 

 (1) 建設業者等指名除外基準要綱（平成７年１２月１４日制定）の規定により指名除外さ

れた業者で、その指名除外の期間が経過しないもの 

 (2) 建設業法第２８条第１項、第２項若しくは第４項の規定に基づく指示若しくは同条第

３項若しくは第５項の規定に基づく営業停止の処分を受けたこと又は同法第２９条の規

定による許可の取消し若しくは東広島市建設工事等入札参加資格の取消し処分を受けた

ことにより下請負から除外された業者で、その除外の期間が経過しないもの 

１１ 受注者は前項各号に掲げる者以外の者に委任し、又は請け負わせた工事の全部又は一

部を、前項各号に掲げる者に再委託又は再下請負させてはならない。 

１２ 受注者は、施工体制台帳及び再下請負通知の提出を行う場合においては、当該受任者

又は下請負人が第１０項各号の規定に該当しないことについて、あらかじめ発注者の確認

を受けなければならない。 

１３ 現場環境改善の実施に当たっては、工事規模、地域の状況等を踏まえ工事現場に即し



た内容及び実施項目数を設定し、実施内容を施工計画書に記載するものとする。 

１４ 保険の付保及び事故の補償に当たっては、次の事項に留意しなければならない。 

 (1) 受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済

法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険

に加入しなければならない。 

 (2) 受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対し

て責任をもって適正な補償をしなければならない。 

 (3) 請負代金の額が３００万円以上の工事の受注者は、当該請負工事に係る建設業退職金

共済制度における共済証紙（以下「共済証紙」という。）の購入状況等を、工事完成時

までに書面により発注者に報告するものとする。この場合において、受注者は、共済証

紙を販売する金融機関が発行する発注者用掛金収納書（工事請負契約の変更等により追

加購入した場合の収納書を含む。以下「収納書」という。）を提出するものとし、共済

証紙を購入しなかった場合（工事請負契約額の増額変更等があった場合で、共済証紙の

追加購入をしなかった場合を含む。）は、その理由を書面により報告すること。 

 (4) 受注者は、残存爆発物があると予測される区域で従事する作業船及びその乗組員並び

に陸上建設機械等及びその作業員に設計図書に定める水雷保険、障害保険及び動産総合

保険を付保するものとする。 

 (5) 受注者は、作業船、ケーソン等を回航する場合、回航保険を付保するものとする。 

 (6) 受注者は、樹木又は地被植物（芝類、笹類）を植栽する場合、植栽保険を付保するも

のとする。 

   ただし、移植工事、根回し工事、種子吹き付け工等種子の使用による緑化工事は除く

ものとする。 

１５ 東広島市建設工事暴力団等排除要綱（昭和６３年東広島市訓令第２号）第１条に規定

する暴力団等（以下「暴力団等」という。）からの不当要求又は工事妨害（以下「不当介

入」という。）の排除については、次に掲げるとおりとする。 

 (1) 暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、

所轄の警察署に届け出ること。 

 (2) 発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じること。 

 (3) 排除対策を講じたにもかかわらず、工期に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者

と工程に関する協議を行うこと。 

 (4) 発注者と工程に関する協議を行った結果、工期に遅れが生じると認められる場合は、

約款第２１条の規定により、発注者に工期延長の請求を行うこと。 

 (5) 暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告する

とともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出すること。 

 (6) 被害を受けたことにより、工期に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と工程に

関する協議を行うこと。 

１６ 工事用資機材等の運搬に当たっては、次の事項に留意しなければならない。 

 (1) 工事用資機材等の積載超過のないようにすること。 

 (2) 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。 

 (3) 資材などの過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利

益を不当に害することのないようにすること。 

 (4) さし枠の装置又は物品積載装置を不正改造したダンプトラック等が工事現場に出入り

することのないようにすること。 

 (5) 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の目的に鑑

み、同法第１２条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、当該団体等への加入者の使用

を促進すること。 

 (6) 下請契約の相手方又は資材納入業者の選定に当たっては、交通安全に関する配慮に欠

けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたも

のを排除すること。 

 (7) 前６号のことにつき、下請契約における発注者を指導すること。 

１７ 道路工事を行う場合は、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第７７条第 1 項の



規定により、すべての工事について所轄警察署長の許可を受けなければならない。 

１８ 発注者は、受注者が工事の施工に当たり遵守しなければならない法令上の義務を適正

に履行しているかどうかについて、立入調査を行うことができるものとする。この場合に

おいて、受注者は、発注者又は発注者の指名する者が工事現場、現場事務所又は営業所に

おいて立入調査を実施する場合には、これを受け入れなければならない。 

１９ 受注者は、当該工事により発生する特定建設資材廃棄物（建設工事に係る資材の再資

源化等に関する法律施行令（平成１２年政令第４９５号。以下「政令」という。）第１条

に規定する建設資材（以下「特定建設資材」という。）が廃棄物になったものをいう。）

については、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号。

以下「建設リサイクル法」という。）及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５

年法律第１３７号。以下「廃棄物処理法」という。）を遵守し、適正に処理しなければな

らない。 

２０ 受注者は、当該工事が特定建設資材を使用する建設工事又は特定建設資材廃棄物を排

出する建設工事のうち、政令第２条に規定する規模の建設工事（以下「対象建設工事」と

いう。）であるときは、建設リサイクル法第１２条第１項の規定により、発注者に対し、

対象建設工事の届出に係る事項について、書面を交付して説明しなければならない。書面

の作成にあたっては、次の事項に留意すること。 

 (1) 「法第１２条第１項に基づく書面」及び「法第１３条及び省令第４条に基づく書面」

により作成すること。 

 (2) 「法第１３条及び省令第４条に基づく書面」中の「解体工事に要する費用」及び「特

定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用」は直接工事費とすること。 

 (3) 「法第１３条及び省令第４条に基づく書面」中の「特定建設資材廃棄物の再資源化等

に要する費用」は、再資源化施設への搬入費に運搬費を加えたものとすること。 

２１ 平成１５年７月１４日以後に契約した対象建設工事については、次の措置を講じなけ

ればならない。契約の変更により対象建設工事となった場合も、また同様とする。 

 (1) 受注者は、工事着手前に再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書（以下「再

生資源利用計画書等」という。）を監督職員に提出しなければならない。 

 (2) 受注者は、当該対象建設工事のうち、約款第７条に規定する下請負契約を締結した場

合には、下請負人に対して告知書により、法第１３条及び省令第４条に基づく書面の内

容を告知しなければならない。 

 (3) 受注者は、再生資源利用計画書等に従い特定建設資材廃棄物が適正に処理されたこと

を確認し、工事完成時に再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に

提出しなければならない。 

 (4) 当該工事により発生する特定建設資材廃棄物を処理する施設は、広島県が廃棄物処理

法に基づき許可した施設であって、運搬費と受入れ費用（平日の受入れ費用とする。）

の合計が最も経済的な施設を選択するよう努めなければならない。ただし、建設資材廃

棄物が破砕等（選別を含む。）により有用物となった場合、その用途に応じて適切に処

理するものとする。有用物とは有価物たる性状を有するものをいい、客観的に利用用途

に応じて適正な品質を有していなければならない。 

２２ 部分払が認められる工事においては、中間前払金によるか、又は部分払によるかを契

約締結時に受注者は選択するものとし、契約締結後の変更は認めないものとする。また、

受注者は、約款第３４条に基づく中間前払金の請求を行うときは、認定を受ける前に履行

報告書を作成し、監督職員に提出しなければならない。 

２３ 工期とは、設計・施工条件図書に明示した工事（実施設計業務を含む。）を実施する

ために要する準備、跡片付け期間及び検査期間を含めた始期日から終期日までの期間をい

い、検査期間として１３日間を見込んでいる。 

２４ 受注者は、暴力団の不当介入を排除する旨の発注者が指定するポスターを、当該工事

現場に掲示しなければならないものとする。 

２５ 次に該当する場合は、東広島市建設工事執行規則（平成１０年東広島市規則第４号）

第４１条第７項の規定による中間検査を行う。ただし、単純工事等は除く。 

 (1) 当初請負金額が３，０００万円(建築工事は４，５００万円)以上かつ当初契約工期が



１５０日以上の工事 

 (2) 上記以外で、工事完成時では不可視となる重要な部位がある工事、又は出来形、品質

の確認が困難な工事で別途指定した工事 

(3) 低価格入札により契約した工事 

２６ 中間検査の時期は次に掲げる区分に応じ検査予定時期を施工計画書に明示し、実施日

時については、監督職員と協議して決定する。 

(1) 建築新築工事 構造躯体の配筋、鉄骨組立、木造軸組等の状況が確認できる時期 

(2) 建築改修工事 出来高率６０％程度で外壁下地等の状況が確認できる時期 

(3) 設備工事   出来高率６０％程度で主要な機器類の据付状況が確認できる時期 

(4) 舗装工事   路盤完了時 

(5) その他土木工事 出来高率５０％程度の時期 

(6) 低価格入札工事 上記該当区分に準ずる。 
 

 

 


